
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示及び指紋認識をすべて遂行する液晶ディスプレイ装置であって、
　画像表示パネルと指紋認識パネルとが一体で形成され、
　前記画像表示パネルは、画像表示のために毎フレームごとに前記画像表示パネルのロー
（ｒｏｗ）を順次、ターンオン（ｔｕｒｎ　ｏｎ）させるスキャン駆動部と、前記ターン
オンされた画像表示パネルのローに画像データ信号を出力するデータ駆動部とを含み、
　前記指紋認識パネルは、指紋認識のために毎フレームごとに前記指紋認識パネルのロー
を順次、ターンオンさせるスイッチ制御部と、前記ターンオンされた指紋認識パネルのロ
ーから認識された指紋情報が出力される判読部とを含

ことを特徴とする液晶ディスプレイ
装置。
【請求項２】
　前記センサ薄膜トランジスタのチャンネルの他端と前記スイッチ薄膜トランジスタのチ
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み、
　前記指紋認識パネルは、指紋認識素子のアレイで構成され、
　前記指紋認識素子は、ドレインとソースとの間に感光層が形成されており、前記感光層
に所定光量以上の光が入射されるとドレインとソースが電気的に導通されるセンサ（ｓｅ
ｎｓｏｒ）薄膜トランジスタと、
　ゲートが前記スイッチ制御部の出力端に連結され、チャンネルの一端が前記センサ薄膜
トランジスタのチャンネルの他端に連結され、チャンネルの他端が前記判読部の入力端に
連結されるスイッチ薄膜トランジスタと、を具備する



ャンネルの一端は、透明電極に連結されることを特徴とする請求項１に記載の液晶ディス
プレイ装置。
【請求項３】
　前記センサ薄膜トランジスタと前記スイッチ薄膜トランジスタは、透明基板上に形成さ
れ、前記透明基板の下部には発光部がさらに具備されることを特徴とする請求項１に記載
の液晶ディスプレイ装置。
【請求項４】
　一端が前記センサ薄膜トランジスタのチャンネルの他端と連結され、他端が前記スイッ
チ薄膜トランジスタのチャンネルの一端に連結され、前記センサ薄膜トランジスタから生
成された電荷が蓄積される電荷充電部をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載
の液晶ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記スイッチ薄膜トランジスタの上部に光遮断層がさらに形成されることを特徴とする
請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項６】
　画像表示及び光感知をすべて遂行する液晶ディスプレイ装置であって、
　画像表示パネルと光感知パネルが一体で形成され、
　前記画像表示パネルは、画像表示のために毎フレームごとに前記画像表示パネルのロー
を順次、ターンオンさせるスキャン駆動部と、前記ターンオンされた画像表示パネルのロ
ーに画像データ信号を出力するデータ駆動部とを含み、
　前記光感知パネルは、光感知のために毎フレームごとに前記光感知パネルのローを順次
、ターンオンさせるスイッチ制御部と、前記ターンオンされた光感知パネルのローから感
知された光情報が出力される判読部とを含

ことを特徴とする液晶ディスプレイ
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶ディスプレイ装置に関するものであり、特に画像表示モードと指紋認識モー
ドとをすべて遂行する液晶ディスプレイ装置に関するものであり、指紋認識による保安／
認証技術に普遍的に使用されている、半導体素子を利用した圧電センサまたは光学センサ
に比べて信頼性及び値段の側面でさらに効率的であり、多様な応用性を有するＳＴＮまた
はＴＦＴ－ＬＣＤ製品に直接応用して電子商取り引き、保安、本人認識／認証システム等
に使用することができる液晶ディスプレイ装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電子商取り引き、保安、認証などと関連してパスワードを入力する方式がいままで主に使
用されたが、これは盗用される可能性が大きく、現在は指紋などの生体情報を認識する方
式が広く開発されている状況である（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
図１は、従来の薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：以下、
“ＴＦＴ”と称する）を利用した指紋認識装置において単位セルの縦断面を示しており、
図２は、このような指紋認識装置を駆動する回路の構成図である。従来の指紋認識装置１
００は、図１に示すように、透明基板の上部に光感知機能をするセンサ（ｓｅｎｓｏｒ）
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み、
　前記光感知パネルは、光感知素子のアレイで構成され、
　前記光感知素子は、ドレインとソースとの間に感光層が形成されており、前記感光層に
所定光量以上の光が入射されるとドレインとソースが電気的に導通されるセンサ薄膜トラ
ンジスタと、
　ゲートが前記スイッチ制御部の出力端に連結され、チャンネルの一端が前記センサ薄膜
トランジスタのチャンネルの他端に連結され、チャンネルの他端が前記判読部の入力端に
連結されるスイッチ薄膜トランジスタと、を具備する



ＴＦＴ１０２と指紋認識情報を外部に出力する機能をするスイッチＴＦＴ１０６が横に配
列され、透明基板１１８の下部にはバックライト１１６が上に向かって発光して充電部ま
たは投光部１０４を通過している。
【０００４】
センサＴＦＴ１０２のセンサソース電極１１２とスイッチＴＦＴ１０６のスイッチドレイ
ン電極１２８とは第１透明電極１２４を通じて電気的に連結されており、センサＴＦＴ１
０２のセンサゲート電極１１４には第２透明電極１２０が連結されている。
そして、センサＴＦＴ１０２のセンサドレイン電極１０８とセンサソース電極１１２との
間にはアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）などの感光層１１０が形成されており、こ
の感光層１１０に所定光量以上の光が入射されるとセンサドレイン電極１０８とセンサソ
ース電極１１２が電気的に導通される。
【０００５】
指紋をコーティング部１２６に当てると透明基板１１８下部のバックライト１１６から発
生された光が指紋パターンによって反射されてセンサＴＦＴ１０２の感光層１１０に受光
されることにより、センサＴＦＴ１０２が導通される。絶縁膜１２６は第２透明電極１２
６、センサゲート電極１１４、スイッチゲート電極１３６を絶縁させる役割をする。
【０００６】
一方、スイッチＴＦＴ１０６は、スイッチゲート電極１３６に印加されるゲート制御信号
により、指紋をスキャニングするように設定された毎フレームごとにスイッチングされる
。これにより指紋入力装置１００に入力される指紋映像が各センサＴＦＴ１０２別にスキ
ャニングされてフレームとして形成されるようにする。このようにスキャニングされた指
紋映像はスイッチソース電極１３２を経由して出力される。指紋認識センサの製造工程中
にセンサＴＦＴ１０２でのようにスイッチＴＦＴ１０６にも感光層１３４が形成されるが
、この感光層１３４に受光された光によりスイッチＴＦＴ１０６がターンオンされないよ
うに光遮断層１２９を保護膜１３０上にさらに形成する。
【０００７】
図２で発光部２０４、パネル部２０６、コーティング部２０８でなされたＴＦＴセンサ２
０２がゲート駆動部２１０により上述したように指紋をスキャンするようにターンオンさ
れると、指紋映像情報は判読部２１２に入力され、これは再び制御部２１４に送られて既
にメモリ２１６に入力されている指紋資料と比較される。そして、比較結果はホストコン
ピュータ２１８のセンサインターフェース２２０に送られて保安／認証と関連されたプロ
セスが実行されるようにする。
【０００８】
図３は、従来の指紋認識装置のアレイに対する等価回路図である。図３に示すように、単
位セルはセンサＴＦＴ３０２とスイッチＴＦＴ３０４で構成されており、センサＴＦＴ３
０２とスイッチＴＦＴ３０４との間の連結部が有するキャパシタンスはコンデンサ３０５
でモデリングされる。図３でライン３０６＿１、３０６＿２はスイッチＴＦＴ３０４のゲ
ートと連結され、ライン３０８はセンサＴＦＴ３０２のゲートに連結され、ライン３１０
はセンサＴＦＴ３０２のデータラインであり、ライン３１２は光遮断層（図１の１２９）
に生成され得る静電気を外部に放出する役割をする。
【０００９】
ところが、このような従来の指紋認識装置は電子商取り引き、保安、統制装備等に別途に
具備されなければならず、最近の個人携帯装置、携帯電話、個人携帯端末機、ノートブッ
ク、パーソナルコンピュータなどの増加によってこれら装置と接続するための応用技術が
開発されているが、別途の装備を購入して液晶ディスプレイパネルの上や、または別途の
空間に装着しなければならないために製品の値段及び体積の増加が後続するという問題点
があった。
【００１０】
【特許文献１】
特開平０６－２２３１６３号公報
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【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は上記従来の液晶ディスプレイ装置における問題点に鑑みてなされたもの
であって、本発明の目的は、既存の液晶ディスプレイ装置と一体で指紋認識装置を形成す
ることによって製品の値段及び大きさの増加を最小化できる新しい構造の液晶ディスプレ
イ装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するためになされた本発明による液晶ディスプレイ装置は、画像表示及
び指紋認識をすべて遂行する液晶ディスプレイ装置であって、画像表示パネルと指紋認識
パネルとが一体で形成され、前記画像表示パネルは、画像表示のために毎フレームごとに
前記画像表示パネルのロー（ｒｏｗ）を順次、ターンオン（ｔｕｒｎ　ｏｎ）させるスキ
ャン駆動部と、前記ターンオンされた画像表示パネルのローに画像データ信号を出力する
データ駆動部とを含み、前記指紋認識パネルは、指紋認識のために毎フレームごとに前記
指紋認識パネルのローを順次、ターンオンさせるスイッチ制御部と、前記ターンオンされ
た指紋認識パネルのローから認識された指紋情報が出力される判読部とを含

ことを特徴とする。
【００１４】
このような本発明の構成によると、センサ薄膜トランジスタとスイッチ薄膜トランジスタ
と電荷充電部で構成されている光感知センサ素子を液晶ディスプレイ装置の能動素子で構
成されたアレイ基板内部の各画素またはカラーフィルタ基板の内部に同時に形成すること
が可能になる。したがって、一つの液晶ディスプレイ装置を利用して画像表示と指紋認識
をすべて遂行することができるために、指紋認識装置などを別途に購入することによって
発生する値段の上昇と体積の増加を最小化させることができる。
【００１５】
望ましくは、センサ薄膜トランジスタのチャンネルの他端とスイッチ薄膜トランジスタの
チャンネルの一端は透明電極により連結される。センサ薄膜トランジスタとスイッチ薄膜
トランジスタとは透明基板上に形成され、透明基板の下部には発光部がさらに具備されて
いる。一端がセンサ薄膜トランジスタのチャンネルの他端と連結され、他端がスイッチ薄
膜トランジスタのチャンネルの一端に連結され、センサ薄膜トランジスタから生成された
電荷が蓄積される電荷充電部がさらに具備される。そして、スイッチ薄膜トランジスタの
上部に光遮断層がさらに形成される。
【００１６】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明による液晶ディスプレイ装置は、画像
表示及び光感知をすべて遂行する液晶ディスプレイ装置であって、画像表示パネルと光感
知パネルが一体で形成され、前記画像表示パネルは、画像表示のために毎フレームごとに
前記画像表示パネルのローを順次、ターンオンさせるスキャン駆動部と、前記ターンオン
された画像表示パネルのローに画像データ信号を出力するデータ駆動部とを含み、前記光
感知パネルは、光感知のために毎フレームごとに前記光感知パネルのローを順次、ターン
オンさせるスイッチ制御部と、前記ターンオンされた光感知パネルのローから感知された
光情報が出力される判読部とを含
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み、前記指紋
認識パネルは、指紋認識素子のアレイで構成され、前記指紋認識素子は、ドレインとソー
スとの間に感光層が形成されており、前記感光層に所定光量以上の光が入射されるとドレ
インとソースが電気的に導通されるセンサ（ｓｅｎｓｏｒ）薄膜トランジスタと、ゲート
が前記スイッチ制御部の出力端に連結され、チャンネルの一端が前記センサ薄膜トランジ
スタのチャンネルの他端に連結され、チャンネルの他端が前記判読部の入力端に連結され
るスイッチ薄膜トランジスタと、を具備する

み、前記光感知パネルは、光感知素子のアレイで構成さ
れ、前記光感知素子は、ドレインとソースとの間に感光層が形成されており、前記感光層
に所定光量以上の光が入射されるとドレインとソースが電気的に導通されるセンサ薄膜ト
ランジスタと、ゲートが前記スイッチ制御部の出力端に連結され、チャンネルの一端が前
記センサ薄膜トランジスタのチャンネルの他端に連結され、チャンネルの他端が前記判読



ことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る液晶ディスプレイ装置の実施の形態の具体例を図面を参照しながら説
明する。説明の一貫性のために図面で同一の参照符号は同一または類似の構成要素及び信
号を示すものとして使用する。
【００１８】
図４は、本発明の一実施例による液晶ディスプレイ装置の構成図である。本明細書で“液
晶ディスプレイ装置”という用語は以前のように単純に画像表示のみのための装置と、本
発明によって画像表示と指紋認識をすべて遂行する装置にすべて使用されている。
図４に示すように、液晶ディスプレイ装置４００のパネルは画像表示を遂行する部分４０
２と、指紋認識を遂行する部分４０４に分けられるが、この二つの部分は一つのパネルで
構成される。画像表示部４０２は従来のＴＦＴ－ＬＣＤの場合と同一であり、図６を参照
して以下に簡単に説明する。また、指紋認識部４０４に対する具体的な説明は図５を参照
して以下に行う。
【００１９】
スキャン駆動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃは、画像表示のために画像表示部４０２を
構成するＴＦＴのゲートでターンオン／ターンオフ信号をロー（ｒｏｗ）によって順次出
力する。データ駆動部４０８ａ、４０８ｂ、４０８ｃ、４０８ｄ、４０８ｅはスキャン駆
動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃによりターンオンされたローのＴＦＴのチャンネルに
画像表示のためのデータ信号を出力する。スイッチ制御部４１０は、指紋認識のために指
紋認識部４０４を構成するＴＦＴのゲートにターンオン／ターンオフ信号をローによって
順次出力する。スイッチ制御部４１０によりターンオンされた指紋認識部４０４のローか
ら認識された指紋情報が判読部４１２に出力される。
【００２０】
図５は、図４の液晶ディスプレイ装置で指紋認識部４０４を構成する指紋認識素子のアレ
イに対する回路図である。図５に示すように、単位セルはセンサＴＦＴ５０２とコンデン
サ５０６とスイッチＴＦＴ５０４とで構成されている。センサＴＦＴ５０２のゲートには
ターンオフ信号が印加されて普通はターンオフされているが、指紋から反射された光が受
光される場合は光量によって光電流を生成する。
コンデンサ５０６は、センサＴＦＴ５０２により生成された光電流を電荷の形態で保存す
る。スイッチＴＦＴ５０４は、スイッチ制御部４１０により制御されてコンデンサ５０６
に保存されて電荷を選択的に判読部４１２に出力する。
【００２１】
センサＴＦＴ５０２のゲートにはライン５０８ａ、５０８ｂを通じてターンオフ信号が印
加され、センサＴＦＴ５０２のチャンネルの一端はスイッチＴＦＴ５０４のチャンネルの
一端に連結される。スイッチＴＦＴ５０４のゲートはライン５１２ａ、５１２ｂを通じて
スイッチ制御部（図４の４１０）に連結され、チャンネルの他端はライン５１４ａ、５１
４ｂを通じて判読部（図４の４１２）に連結される。図５で光遮断ライン５１４はスイッ
チＴＦＴ５０４上に形成された光遮断層（図１の１２９）に電荷が蓄積されないように電
荷を排出させる役割をする。
【００２２】
図６は、図４の液晶ディスプレイ装置で画像表示部４０２を構成する画像表示素子のアレ
イに対する回路図である。図６に示すように、一つの画像表示素子は一つのＴＦＴ６０６
と一つのコンデンサ６０８とで構成される。ＴＦＴのゲートはゲートライン６０２ａ、６
０２ｂを通じてスキャン駆動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃ（図４）に連結される。Ｔ
ＦＴ６０６のチャンネルの一端はデータライン６０４ａ、６０４ｂ、６０４ｃを通じてデ
ータ駆動部４０８ａ、４０８ｂ、４０８ｃ、４０８ｄ、４０８ｅ（図４）に連結される。
【００２３】
図４乃至図６を参照しながら本実施例に対する動作を説明する。
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まず、画像表示モードでスキャン駆動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃは特定ローに対し
て画像表示部４０２のＴＦＴをターンオンさせ、他のローのＴＦＴはターンオフさせるゲ
ート信号を提供する。データ駆動部４０８ａ、４０８ｂ、４０８ｃ、４０８ｄ、４０８ｅ
はスキャン駆動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃによりターンオンされた特定ローに該当
する画像表示部４０２のＴＦＴのチャンネルの一端に表示しようとする画像に対するデー
タ信号を印加する。
【００２４】
ターンオンされたローに該当するすべてのＴＦＴにデータ信号が印加された後、次のロー
のＴＦＴがスキャン駆動部４０６ａ、４０６ｂ、４０６ｃによりターンオンされ、データ
駆動部４０８ａ、４０８ｂ、４０８ｃ、４０８ｄ、４０８ｅによりデータ信号が印加され
る。このような方式ですべてのローがスキャンされながら画像データ信号が液晶パネルの
画像表示部４０２に印加される。この時、画像表示部４０２のＴＦＴに入力されるゲート
／データ信号の特性は現在の液晶ディスプレイ装置に適用されている駆動方法にそのまま
したがう。
【００２５】
指紋認識モードでセンサＴＦＴのゲートにはターンオフ信号が印加されるためにセンサＴ
ＦＴ５０２は普通ターンオフされている。しかし、図１を参照しながら記述したように、
バックライト１１６から発光された光が手の指紋等によって反射されて感光層１１０に到
達されると到達された光量によってセンサＴＦＴ５０２から光電流が生成され、この光電
流は電荷の形態でコンデンサ５０６に保存される。
スイッチ制御部４１０により特定ローのスイッチＴＦＴがターンオンされると該当スイッ
チＴＦＴのチャンネルを経由してコンデンサ５０６に保存されていた電荷が判読部４１２
に出力される。次に、スイッチ制御部４１０により次のローのスイッチＴＦＴがターンオ
ンされ、該当スイッチＴＦＴを経由してコンデンサ５０６に保存されていた電荷が判読部
４１２に出力される。このような過程を通じて全体指紋に対する画像情報を得ることがで
きる。
【００２６】
図７は、本発明の一実施例による液晶ディスプレイ装置に対するブロック図である。図７
に示すように、全体の液晶パネル７１４が画像表示のための部分７１４ｂと指紋認識のた
めの部分７１４ａに分離されている。
図７の実施例では指紋認識部７１４ａが液晶パネル７１４の右側下端に形成されている。
指紋認識部７１４ａを除外した画像表示部７１４ｂでは一般的な方法で画像が表示される
。そして、図７に示すように、画像表示部７１４ｂはＬＣＤパネル制御部７０４により制
御され、指紋認識部７１４ａは別途のセンサアレイ制御部７２４により制御される。
【００２７】
スキャン駆動部７１０、データ駆動部７１２、スイッチ制御部７１６、判読部７１８、使
用者コネクタ７０２、ＤＣ／ＤＣ変換部７０６、グレースケール操作及びＶＣＯＭ電圧生
成部７０８、バックライト７２０、バックライト制御部７２２、メモリ７２６、センサイ
ンターフェース７３０を有するホスト７２８をさらに具備している。
【００２８】
使用者コネクタ７０２が電源に連結されると映像信号（ＬＶＤＳ）と電源信号（ＶＣＣ、
ＧＮＤ）が指紋認識装置７００内に印加される。ＬＣＤパネル制御部７０４は信号（ＬＶ
ＤＳ、ＶＣＣ、ＧＮＤ）を利用して画像表示部７１４ｂを構成するＴＦＴのゲートを制御
するゲート制御信号（ＣＴＲＧ）を生成してスキャン駆動部７１０に印加し、ソースデー
タ信号（ＤＴＳ）とデータ駆動部制御信号（ＣＴＲＤ）とを生成してデータ駆動部７１２
に印加する。
【００２９】
また、ＬＣＤパネル制御部７０４はスイッチ制御部７１６を制御する制御信号（ＣＴＲＳ
）を生成してスイッチ制御部７１６に印加する。電源信号（ＶＣＣ、ＧＮＤ）はＤＣ／Ｄ
Ｃ変換部７０６とスキャン駆動部７１０とデータ駆動部７１２にも提供される。ＤＣ／Ｄ
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Ｃ変換部７０６は提供された電源信号（ＶＤＤ、ＧＮＤ）を利用して電源信号（ＶＢＳ）
を生成してグレースケール操作及びＶＣＯＭ電圧生成部７０８に提供し、電源信号（ＶＣ
Ｇ、ＶＧＨ、ＶＧＬ）を生成してスキャン駆動部７１０に提供する。
グレースケール操作及びＶＣＯＭ電圧生成部７０８は、電源信号（ＶＢＳ）を利用して信
号（ＶＣＯＭ、ＧＡＭＭＡ）を生成して信号（ＶＣＯＭ）をスキャン駆動部７１０に提供
し、信号（ＧＡＭＭＡ、ＶＣＯＭ）をデータ駆動部７１２に提供する。
【００３０】
スキャン駆動部７１０とデータ駆動部７１２とスイッチ制御部７１６と判読部７１８は上
述したように動作される。すなわち、スキャン駆動部７１０は画像表示モードの遂行のた
めにＴＦＴ　ＬＣＤパネル７１４ｂのローが順次、活性化されるようにする。そして、デ
ータ駆動部７１２はこのように活性されたＴＦＴ　ＬＣＤパネル７１４ｂのローに画像デ
ータ信号を印加する。
センサアレイ制御部７２４はスイッチ制御部７１６を別途のタイミングで駆動させ、スイ
ッチ制御部７１６は指紋認識モードの遂行のためにＴＦＴセンサアレイ７１４ａのローを
順次、活性化させることによって、ＴＦＴセンサアレイ７１４ａで形成された指紋映像信
号が毎フレームごとに判読部７１８に出力されるようにする。
【００３１】
このように出力された指紋映像信号はセンサアレイ制御部７２４に提供され、センサアレ
イ制御部７２４はメモリ７２６に既に保存されている映像信号と比較して指紋の身元を確
認する。このように確認された身元はセンサインターフェース７３０を通じてホスト７２
８に提供され、ホスト７２８はこれを使用者が識別することができる形態で表示する。
【００３２】
図７に示すように指紋認識装置７００は液晶ディスプレイ装置内の能動素子の製造過程で
同時に形成することができる。
上記実施例は特に指紋認識と関連して説明されているが、他の目的のイメージセンサとし
ても使用することができる。
【００３３】
尚、本発明は、上述の実施例に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱しな
い範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【００３４】
【発明の効果】
上述のようになされた本発明による液晶ディスプレイ装置によれば、センサ薄膜トランジ
スタとスイッチ薄膜トランジスタと電荷充電部とで構成されている光感知センサ素子を液
晶ディスプレイ装置の能動素子で構成されたアレイ基板内部の各画素またはカラーフィル
タ基板の内部に同時に形成することが可能になる。したがって、一つの液晶ディスプレイ
装置を利用して画像表示と指紋認識をすべて遂行することができるために、指紋認識装置
などを別途に購入することによって発生する値段の上昇と体積の増加を最小化させること
ができるようになる効果がある。
【００３５】
また、液晶ディスプレイパネル内のＴＦＴアレイ基板に光形態の画像情報を読み込んで電
気的な信号に変える薄膜トランジスタ型光感知センサを内蔵及び同時に製作することによ
って、液晶ディスプレイパネルを利用して携帯電話、ノートブック、個人携帯端末機、モ
ニター、テレビ等に指紋認識システムまたは認証システムを構築することができる。
また、各製造工程でそれぞれ異なる生産ラインにより製作されるものが同一生産ライン及
び製造過程で同時に形成されることによって製造時間及び費用を節減させる効果がある。
また、関連製品らで指紋認識のための装備の設計及び具備などの追加費用の発生を減らし
、製品の価格側面で有利である。
さらに、本発明を応用して保安分野だけでなく、インターネットを利用した電子商取り引
き、決裁システム等の生活分野でもその利用価値が高まって関連製品の製作が容易になっ
てＴＦＴ－ＬＣＤの需要を増加させる効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】従来の薄膜トランジスタを利用した指紋認識装置において単位セルの構造を示す
断面図である。
【図２】従来の指紋認識装置の駆動部の構成を示すブロック図である。
【図３】従来の指紋認識装置のアレイに対する等価回路図である。
【図４】本発明の一実施例による液晶ディスプレイ装置の構成図である。
【図５】図４の液晶ディスプレイ装置に具備される指紋認識素子のアレイに対する回路図
である。
【図６】本発明の一実施例による液晶ディスプレイ装置で画像表示部を構成する画像表示
素子のアレイに対する回路図である。
【図７】本発明の一実施例による液晶ディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
４００　　　　液晶ディスプレイ装置
４０２　　　　画像表示部
４０４　　　　指紋認識部
４０６ａ～４０６ｃ　　スキャン駆動部
４０８ａ～４０８ｅ　　データ駆動部
４１０　　　　スイッチ制御部
４１２　　　　判読部
５０２　　　　センサＴＦＴ
５０４　　　　スイッチＴＦＴ
５０６　　　　コンデンサ
６０６　　　　ＴＦＴ
６０８　　　　コンデンサ
７００　　　　指紋認識装置
７０２　　　　使用者コネクタ
７０４　　　　ＬＣＤパネル制御部
７０６　　　　ＤＣ／ＤＣ変換部
７０８　　　　グレースケール操作及びＶＣＯＭ電圧生成部
７１０　　　　スキャン駆動部
７１２　　　　データ駆動部
７１４　　　　液晶パネル
７１４ａ　　　指紋認識部
７１４ｂ　　　画像表示部
７１６　　　　スイッチ制御部
７１８　　　　判読部
７２０　　　　バックライト
７２２　　　　バックライト制御部
７２４　　　　センサアレイ制御部
７２６　　　　メモリ
７２８　　　　ホスト
７３０　　　　センサインターフェース
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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